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(57)【要約】
　被検体内の対象箇所まで器具を移動できるように誘導
するための画像を、使用者に対して分かり易く表示する
ことができる画像処理装置を提供する。画像処理装置で
ある超音波診断装置（１００）は、対象箇所を含む３次
元像に基づいて、対象箇所の３次元位置を示す対象位置
情報を決定する３Ｄ像解析部（１０１）と、器具の３次
元位置を示す器具位置情報を取得する位置情報取得部（
１０２）と、対象箇所と器具との位置関係に基づいて、
二つ以上の表示状態の中から一つの表示状態を選択する
表示状態決定部（１０３）と、選択された表示状態で表
示されるように、アシスト画像を対象位置情報および器
具位置情報を用いて生成するアシスト画像生成部（１０
４）と、アシスト画像を表示装置（１５０）に出力する
ための制御を行う表示制御部（１０７）とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内の対象箇所への器具の移動を誘導するための画像であるアシスト画像を生成す
る画像処理装置であって、
　前記対象箇所を含む３次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置を示す対象位置情
報を決定する３Ｄ像解析部と、
　前記器具の３次元位置を示す器具位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記対象箇所と前記器具との位置関係に基づいて、二つ以上の表示状態の中から一つの
表示状態を選択する表示状態決定部と、
　選択された表示状態で表示されるように、前記アシスト画像を前記対象位置情報および
前記器具位置情報を用いて生成するアシスト画像生成部と、
　前記アシスト画像を表示装置に出力するための制御を行う表示制御部と
　を備える画像処理装置。
【請求項２】
　前記二つ以上の表示状態には、
　前記アシスト画像における表示のズーム倍率を第１倍率で表示する第１表示状態と、
　前記アシスト画像における表示のズーム倍率を前記第１倍率より大きい倍率である第２
倍率で表示する第２表示状態とを含み、
　前記表示状態決定部は、前記位置関係が第１の所定条件を満たさない場合に、前記第１
表示状態を選択し、前記位置関係が前記第１の所定条件を満たす場合に、前記第２表示状
態を選択する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記３Ｄ像解析部は、前記３次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置に加えて、
前記対象箇所の向きを、前記対象位置情報として決定し、
　前記位置情報取得部は、前記器具の３次元位置に加えて、前記器具の向きを、前記器具
位置情報として取得する
　請求項１または請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記器具は、超音波診断装置における前記被検体の超音波画像を取得するためのプロー
ブであり、
　前記位置情報取得部は、前記器具位置情報として、前記プローブの走査位置および向き
を取得し、
　前記アシスト画像生成部は、前記プローブの前記対象箇所への移動を誘導するための画
像であるアシスト画像を生成する
　請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像処理装置は、さらに、
　前記プローブからライブ画像である前記被検体の超音波画像を取得するライブ画像取得
部を備え、
　前記表示制御部は、前記アシスト画像および前記ライブ画像を表示装置に出力する
　請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記二つ以上の表示状態には、
　前記表示装置において前記アシスト画像をメイン画像として表示するとともに、前記ラ
イブ画像を前記メイン画像より小さいサブ画像として表示する第３表示状態と、
　前記表示装置において前記ライブ画像を前記メイン画像として表示するとともに、前記
アシスト画像を前記サブ画像として表示する第４表示状態とを含み、
　前記表示状態決定部は、前記位置関係が第２の所定条件を満たさない場合に前記第３表
示状態を選択し、前記位置関係が前記第２の所定条件を満たす場合に前記第４表示状態を
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選択し、
　前記表示制御部は、選択された表示状態で、前記アシスト画像および前記ライブ画像を
表示装置に出力する
　請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、選択された前記表示状態に応じて、前記アシスト画像と前記ライブ
画像との相対的な表示サイズを切り替えることで、前記メイン画像および前記サブ画像の
切り替えを行い、前記アシスト画像および前記ライブ画像を前記表示装置に出力する
　請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記表示状態決定部は、前記第３表示状態を選択している場合には、前記位置関係が第
３の所定条件を満たすか否かに基づいて表示状態を選択し、前記第４表示状態を選択して
いる場合には、前記位置関係が第４の所定条件を満たすか否かに基づいて表示状態を選択
する
　請求項６または請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記対象箇所は血管であり、
　前記表示状態決定部は、前記ライブ画像において前記血管の走行方向に略平行な断面が
描出されているか否かに応じて前記位置関係を判定し、判定した前記位置関係に基づいて
前記二つ以上の表示状態の中から一つの表示状態を選択する
　請求項５～請求項７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記画像処理装置は、さらに、
　あらかじめ取得されたデータから前記３次元像を生成する３Ｄ像生成部を備え、
　前記３Ｄ像生成部は、前記データである、前記対象箇所を含む領域を前記プローブで予
め走査して取得された超音波画像から、前記対象箇所を含む器官の輪郭を抽出することに
より、前記３次元像を生成し、
　前記３次元像の３次元空間内における位置および向きを、前記位置情報取得部により取
得される前記プローブの走査位置および向きと対応づける
　請求項４～請求項９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記アシスト画像生成部は、前記プローブの現在の走査位置および向きと前記対象箇所
の位置および向きとの相対関係に基づいてナビゲーション情報を生成し、前記アシスト画
像として、前記３次元像に対して、前記プローブの現在の走査位置および向きを示すプロ
ーブ画像と、前記ナビゲーション情報と、を重畳した画像を生成する
　請求項４～請求項１０のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記アシスト画像生成部は、前記第４表示状態が選択されたとき、前記対象箇所におけ
る複数の方向からの断面形状をそれぞれ示す複数の断面画像を生成し、生成した前記複数
の断面画像に対して、前記プローブの現在の走査位置および向きを示すプローブ画像を重
畳した画像を、前記アシスト画像として生成する
　請求項６～請求項８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記対象箇所は血管であり、
　前記複数の断面画像には、前記血管の走行方向である長軸方向および前記長軸方向に略
直交する短軸方向からの断面形状をそれぞれ示す２つの断面画像を含み、
　前記アシスト画像生成部は、前記２つの断面画像に対して、前記プローブの現在の走査
位置および向きと前記対象箇所の位置および向きとの相対関係に基づいて、前記プローブ
の前記対象箇所への移動を誘導するための直線または長方形を重畳した画像を、前記アシ
スト画像として生成する
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　請求項１２に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前記対象
箇所の位置および向きと前記器具の位置および向きとのそれぞれの差分を前記位置関係と
して算出し、算出した前記差分に応じて一つの表示状態を選択する
　請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前記対象
箇所の位置および向きと前記器具の位置および向きとのそれぞれの差分を算出し、算出し
た前記差分を保持することにより、時間経過に伴う前記差分の変位を前記位置関係として
算出し、算出した前記差分の変位に応じて一つの表示状態を選択する
　請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記対象箇所は前記被検体内の手術対象部位であり、
　前記器具は、前記被検体の手術に用いられる手術器具であり、
　前記アシスト画像生成部は、前記手術器具の前記手術対象部位への移動を誘導するため
の画像であるアシスト画像を生成する
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記画像処理装置は、さらに、
　あらかじめ取得されたデータから前記３次元像を生成する３Ｄ像生成部を備える
　請求項１６に記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前記対象
箇所および前記器具の位置の差分を前記位置関係として算出し、算出した前記差分に応じ
て一つの表示状態を選択する
　請求項１または請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前記対象
箇所および前記器具の位置の差分を算出し、算出した前記差分を保持することにより、時
間経過に伴う前記差分の変位を前記位置関係として算出し、算出した前記差分の変位に応
じて一つの表示状態を選択する
　請求項１または請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　前記二つ以上の表示状態には、
　前記アシスト画像におけるズーム倍率および視点の少なくともどちらか一方が相違する
表示状態を二つ以上含み、
　前記表示状態決定部は、前記位置関係に基づいて、前記アシスト画像におけるズーム倍
率および視点の少なくともどちらか一方が相違する二つ以上の表示状態の中から一つの表
示状態を選択する
　請求項１～請求項１９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２１】
　被検体内の対象箇所への器具の移動を誘導するための画像であるアシスト画像を生成す
る画像処理方法であって、
　前記対象箇所を含む３次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置を示す対象位置情
報を決定する３Ｄ像解析ステップと、
　前記器具の３次元位置を示す器具位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
　前記対象箇所と前記器具との位置関係に基づいて、二つ以上の表示状態の中から一つの
表示状態を選択する表示状態決定ステップと、
　選択された表示状態で表示されるように、前記アシスト画像を前記対象位置情報および
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前記器具位置情報を用いて生成するアシスト画像生成ステップと、
　前記アシスト画像を表示装置に出力するための制御を行う表示制御ステップと
　を含む画像処理方法。
【請求項２２】
　被検体内の対象箇所への器具の移動を誘導するための画像であるアシスト画像を生成す
るためのプログラムであって、
　前記対象箇所を含む３次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置を示す対象位置情
報を決定する３Ｄ像解析ステップと、
　前記器具の３次元位置を示す器具位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
　前記対象箇所と前記器具との位置関係に基づいて、二つ以上の表示状態の中から一つの
表示状態を選択する表示状態決定ステップと、
　選択された表示状態で表示されるように、前記アシスト画像を前記対象位置情報および
前記器具位置情報を用いて生成するアシスト画像生成ステップと、
　前記アシスト画像を表示装置に出力するための制御を行う表示制御ステップとをコンピ
ュータに実行させる
　プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内の対象箇所まで器具を移動できるように誘導するための画像を生成
する画像処理装置および画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体の画像診断装置としては、例えば、エックス線診断装置、ＭＲ（磁気共鳴）診断装
置、および、超音波診断装置等が普及している。なかでも、超音波診断装置は非侵襲性お
よび実時間性などの利点を有しており、診断または検診に広く利用されている。超音波診
断装置を用いた診断部位は、心臓、血管、肝臓、乳房など多岐に渡るが、近年、動脈硬化
のリスク判定を目的とした頸動脈などの血管診断が注目されている。しかし、この血管診
断には高度な手技が必要であるため、特許文献１のように、検査者を誘導するための画像
を表示する超音波装置が提案されている。
【０００３】
　また、近年、手術中の患者位置と手術器具との位置関係を表示する術中ナビゲーション
システムが提案されている。この術中ナビゲーションシステムは、例えば腫瘍の位置また
は血管の位置等の認識性を向上させるため、また、骨または臓器といった手術対象箇所に
対する手術器具の位置を表示し手術の際の安全性を向上させるためなどに用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５１８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような超音波診断装置および術中ナビゲーションシステム等にお
いて、検査者および手術者等の使用者に対して表示する画像がわかりにくいという課題が
ある。
【０００６】
　そこで、本発明は、被検体内の対象箇所まで器具を移動できるように誘導するための画
像を、使用者に対して分かり易く表示することができる画像処理装置等を提供する。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の一態様に係る画像処理装置は、被検体内の対象箇所への器具の移動を誘導する
ための画像であるアシスト画像を生成する画像処理装置であって、前記対象箇所を含む３
次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置を示す対象位置情報を決定する３Ｄ像解析
部と、前記器具の３次元位置を示す器具位置情報を取得する位置情報取得部と、前記対象
箇所と前記器具との位置関係に基づいて、二つ以上の表示状態の中から一つの表示状態を
選択する表示状態決定部と、選択された表示状態で表示されるように、前記アシスト画像
を前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて生成するアシスト画像生成部と、前
記アシスト画像を表示装置に出力するための制御を行う表示制御部とを備える。
【０００８】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、被検体内の対象箇所まで器具を移動できるように誘導するための画像
を、使用者に対して分かり易く表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】図１Ａは、プローブおよびスキャン面を示す概略図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、頸動脈をプローブでスキャンする２方向を示す図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、長軸スキャンにより取得された超音波画像の見え方の一例を示す図
である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、短軸スキャンにより取得された超音波画像の見え方の一例を示す図
である。
【図２Ａ】図２Ａは、短軸断面の動脈血管の構造を示す断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、長軸断面の動脈血管の構造を示す断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、短軸断面の内膜と外膜の境界を示す断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、長軸断面の内中膜の肥厚の一例を示す断面図である。
【図３】図３は、想定される超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、想定される超音波診断装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は、アシスト画像とライブ画像を含む画面構成例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１の超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、実施の形態１の超音波診断装置の動作を示すフローチャートである。
【図８Ａ】図８Ａは、３Ｄ像の生成フロー例を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、３Ｄ像の生成フロー例を示す図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、３Ｄ像の生成フロー例を示す図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、３Ｄ像の生成フロー例を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、３Ｄ像における測定ターゲットの位置と向きを示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、測定ターゲットの長軸断面における位置を示す図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、測定ターゲットの短軸断面における位置を示す図である。
【図１０】図１０は、画面表示の切替え動作の一例を示すフローチャートである。
【図１１Ａ】図１１Ａは、３Ｄ空間における測定ターゲットである頸動脈の一例を示す図
である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、第２表示状態の一例を示す図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、第１表示状態の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、画面表示の切替えにヒステリシスを適用した動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３Ａ】図１３Ａは、３Ｄ空間における測定ターゲットである頸動脈の一例を示す図
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である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、３Ｄ空間における長軸方向の頸動脈の一例を示す図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、３Ｄ空間における短軸方向の頸動脈の一例を示す図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、切替え後の長軸方向のライブ画像と短軸方向のアシスト画像の
組み合わせ表示の一例を示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、切替え前の長軸方向視点のアシスト画像の一例を示す図である
。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、切替え後の短軸方向視点のアシスト画像の一例を示す図である
。
【図１５Ａ】図１５Ａは、切替え前の長軸方向視点のアシスト画像の一例を示す図である
。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、切替え後の短軸方向視点で、かつズーム倍率を上げたアシスト
画像の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、アシスト画像の設定を切替える動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１７Ａ】図１７Ａは、第２表示状態の他の一例を示す図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、第１表示状態の他の一例を示す図である。
【図１８】図１８は、実施の形態２の超音波診断装置の動作を示すフローチャートである
。
【図１９Ａ】図１９Ａは、カメラを用いてプローブの位置情報を取得するシステムを示す
図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、プローブの位置情報が取得できない具体例１を示す図である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、警告情報を表示する画面の具体例１を示す図である。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、プローブの位置情報が取得できない具体例２を示す図である。
【図１９Ｅ】図１９Ｅは、警告情報を表示する画面の具体例２を示す図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、被検者の体位と３Ｄ像との向きを対応させた表示例１を示す図
である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、被検者の体位と３Ｄ像との向きを対応させた表示例２を示す図
である。
【図２１】図２１は、２つの視点での画像を含むアシスト画像を用いた画面構成例を示す
図である。
【図２２】図２２は、実施の形態３の超音波診断装置の動作を示すフローチャートである
。
【図２３】図２３は、術中ナビゲーションシステムの設置例を示す概略図である。
【図２４】図２４は、仮想３次元空間内への情報取り込みの概要を示す図である。
【図２５】図２５は、実施の形態４の画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２６】図２６は、実施の形態４の画像処理装置の動作を示すフローチャートである。
【図２７Ａ】図２７Ａは、第２表示状態で表示するアシスト画像の一例を示す図である。
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、第１表示状態で表示するアシスト画像の一例を示す図である。
【図２８Ａ】図２８Ａは、記録媒体本体であるフレキシブルディスクの物理フォーマット
の例を示す図である。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、フレキシブルディスクの正面からみた外観、断面構造、及びフ
レキシブルディスクを示す図である。
【図２８Ｃ】図２８Ｃは、フレキシブルディスクにプログラムの記録再生を行うための構
成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、「背景技術」の欄において記載した超音波診断装置および術中ナビゲーシ
ョンシステム等の画像処理装置に関し、以下の問題が生じることを見出した。
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【００１２】
　まず、超音波による頸動脈診断について説明する。図１Ａ～図１Ｄは頸動脈を超音波で
スキャンする際の像の見え方の説明図である。図１Ａはプローブおよびスキャン面を示す
概略図であり、図１Ｂは頸動脈をプローブでスキャンする２方向を示す図であり、図１Ｃ
は長軸スキャンにより取得された超音波画像の見え方の一例を示す図であり、図１Ｄは短
軸スキャンにより取得された超音波画像の見え方の一例を示す図である。
【００１３】
　プローブ１０には超音波振動子（図示しない）が配置されており、例えば超音波振動子
が１次元的に配置される際には、図１Ａに示すように超音波振動子の直下の２次元のスキ
ャン面１１に対して超音波画像が得られる。一般的に、頸動脈の診断においては、図１Ｂ
に示すように頸動脈１４を輪切りにする方向（短軸方向）１２と短軸方向１２に略直交す
る方向（長軸方向）１３の２方向からの画像を取得する。長軸方向１３、短軸方向１２で
頸動脈１４をプローブ１０でスキャンすると、それぞれ、例えば図１Ｃに示すような長軸
方向の血管像と図１Ｄに示すような短軸方向の血管像が得られる。
【００１４】
　次に、頸動脈診断においては血管壁の厚さを指標として動脈硬化の進行度合いを把握す
ることから、動脈の血管壁の構造について図２Ａ～図２Ｄを参照して説明する。図２Ａは
短軸断面の動脈血管の構造を示す断面図であり、図２Ｂは長軸断面の動脈血管の構造を示
す断面図であり、図２Ｃは短軸断面の内膜と外膜の境界を示す断面図であり、図２Ｄは長
軸断面の内中膜の肥厚の一例を示す断面図である。
【００１５】
　動脈の血管壁２０は、図２Ａおよび図２Ｂに示すように内膜２２、中膜２３、外膜２４
の３層から構成される。動脈硬化の進展に伴い、図２Ｃおよび図２Ｄに示すように主に内
膜２２と中膜２３が肥厚する。従って、超音波による頸動脈診断では、図２Ｃに示す内膜
境界２５と外膜境界２６を検出することで、内膜２２と中膜２３を合わせた内中膜の厚み
を測定する。内中膜の厚みが一定値を超えた部分はプラーク２７と呼ばれ、長軸像におい
ては、図２Ｄのような血管壁の構造変化をきたす。プラーク２７の検査においては、一般
的に、短軸像と長軸像の両方を確認する。
【００１６】
　ここで、プラーク２７の厚みや大きさによっては、投薬、あるいは、外科的にプラーク
２７を剥離するなどの治療が必要となることから、内中膜の厚みの正確な測定が診断の鍵
となる。しかしながら、内中膜の厚みは測定部位に依存して変化するとともに、検査者に
とっては首の内部に存在する頸動脈の３次元的な走行形状を把握するのが困難であるため
、頸動脈診断においては熟練した手技が必要とされてきた。また、投薬治療においては、
治療効果を確認するために、プラーク２７の同一位置を定期的に測定することにより、プ
ラーク２７の厚みや面積、容積などの縮小効果を診断する。毎回、同一の位置と向きで測
定することが重要であり、ここでも高度な手技が必要とされる。
【００１７】
　そこで、超音波のライブ画像（プローブで取得される超音波の実時間画像）に加えて、
測定すべき位置と向きの超音波画像を取得するにはどのようにプローブを動かせば良いか
を表示して、検査者を誘導する超音波診断装置３０が提案される。
【００１８】
　図３は、超音波診断装置３０の構成を示すブロック図である。
【００１９】
　超音波診断装置３０は、図３に示すように３Ｄ像解析部３１、位置情報取得部３２、ア
シスト画像生成部３３、ライブ画像取得部３４、および、表示制御部３５を備えている。
【００２０】
　３Ｄ像解析部３１は、予め取得された３次元像（以下、３Ｄ像という）を解析し、被検
体内における測定すべき対象箇所（以下、測定ターゲットという）の３次元位置（以下、
単に位置ともいう）および向きを含む対象位置情報ｔｇｔＩｎｆを決定し、決定した対象
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位置情報ｔｇｔＩｎｆをアシスト画像生成部３３へ出力する。
【００２１】
　位置情報取得部３２は、例えば磁気センサまたは光学カメラなどを用いて、現在スキャ
ンしているプローブ１０の走査位置（スキャン位置）および向きを示す器具位置情報を取
得する。
【００２２】
　アシスト画像生成部３３は、３Ｄ像、対象位置情報ｔｇｔＩｎｆ、および、器具位置情
報に基づいて、測定ターゲットの測定面、および、現在のスキャン面の位置と向きとを示
す情報を３Ｄ像に重畳表示したアシスト画像ａｓｉｓ０を生成する。
【００２３】
　表示制御部３５は、現在のスキャン位置における超音波画像であるライブ画像とアシス
ト画像とを合わせて表示装置１５０に表示する。
【００２４】
　図４は、超音波診断装置３０の動作を示すフローチャートである。ここでは、診断する
器官形状を示す３Ｄ像が予め生成されているものとする。
【００２５】
　まず、３Ｄ像解析部３１は、３Ｄ像を解析して、測定ターゲットの位置および向きを含
む対象位置情報を決定する（ステップＳ００１）。続いて、位置情報取得部３２は、現在
スキャンしているプローブ１０の走査位置および向きを示す器具位置情報を取得する（ス
テップＳ００２）。次に、アシスト画像生成部３３は、測定ターゲットと現在のスキャン
位置との差分を計算し、その差分に応じて表示画像の色、又は、形状を変化させる経路情
報Ｚを生成する（ステップＳ００３）。そして、アシスト画像生成部３３は、３Ｄ像、測
定ターゲットの位置、現在のスキャン位置に加えて、経路情報Ｚを含むアシスト画像を生
成する（ステップＳ００４）。表示制御部３５は、例えば図５に示すように、現在のスキ
ャン位置における超音波画像であるライブ画像４８とアシスト画像４１とを合わせた画面
４０を表示装置１５０に表示する（ステップＳ００５）。ここで、アシスト画像４１には
、対象箇所を含む器官形状を示す３Ｄ像４２、現在のプローブ１０の位置を示す画像４３
、現在のスキャン面を示す画像４４、測定ターゲットのスキャン面を示す画像４６、測定
ターゲットのスキャンするために移動すべきプローブ１０の位置を示す画像４５、および
プローブ１０を移動させる方向を示す矢印４７が表示されている。
【００２６】
　一般的に、検査者がプローブを動かしながらスキャン面を測定ターゲットに合わせる際
には、まず、おおまかに位置合わせを行い、その後に微調整するという２段階のステップ
を踏む。このとき、おおまかな位置合わせには、主にアシスト画像を参照し、微調整は主
にライブ画像を見ながら行うとスムーズに位置決めができる。しかしながら、例えば、図
５に示すように、アシスト画像４１とライブ画像４８とを常に同一の画面構成で表示する
と、検査者がどちらの画像に注目してプローブを動かせばよいのか分かり難いという課題
がある。
【００２７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る画像処理装置は、被検体内の対象箇
所への器具の移動を誘導するための画像であるアシスト画像を生成する画像処理装置であ
って、前記対象箇所を含む３次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置を示す対象位
置情報を決定する３Ｄ像解析部と、前記器具の３次元位置を示す器具位置情報を取得する
位置情報取得部と、前記対象箇所と前記器具との位置関係に基づいて、二つ以上の表示状
態の中から一つの表示状態を選択する表示状態決定部と、選択された表示状態で表示され
るように、前記アシスト画像を前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて生成す
るアシスト画像生成部と、前記アシスト画像を表示装置に出力するための制御を行う表示
制御部とを備える。
【００２８】
　これにより、被検体内の対象箇所まで器具を移動できるように誘導するための画像を、
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使用者に対して分かり易く表示することができる。
【００２９】
　また、前記二つ以上の表示状態には、前記アシスト画像における表示のズーム倍率を第
１倍率で表示する第１表示状態と、前記アシスト画像における表示のズーム倍率を前記第
１倍率より大きい倍率である第２倍率で表示する第２表示状態とを含み、前記表示状態決
定部は、前記位置関係が第１の所定条件を満たさない場合に、前記第１表示状態を選択し
、前記位置関係が前記第１の所定条件を満たす場合に、前記第２表示状態を選択してもよ
い。
【００３０】
　これにより、位置関係が第１の所定条件を満たす場合に、アシスト画像を拡大表示に切
り替えることができ、使用者に対して分かり易く表示することができる。
【００３１】
　また、前記３Ｄ像解析部は、前記３次元像に基づいて、前記対象箇所の３次元位置に加
えて、前記対象箇所の向きを、前記対象位置情報として決定し、前記位置情報取得部は、
前記器具の３次元位置に加えて、前記器具の向きを、前記器具位置情報として取得しても
よい。
【００３２】
　これにより、対象箇所および器具に位置だけでなく、対象箇所および器具の向きに応じ
ても表示状態を選択することができる。
【００３３】
　また、前記器具は、超音波診断装置における前記被検体の超音波画像を取得するための
プローブであり、前記位置情報取得部は、前記器具位置情報として、前記プローブの走査
位置および向きを取得し、前記アシスト画像生成部は、前記プローブの前記対象箇所への
移動を誘導するための画像であるアシスト画像を生成してもよい。
【００３４】
　これにより、プローブの対象箇所への移動を誘導するための画像であるアシスト画像を
、使用者に対して分かり易く表示することができる。
【００３５】
　また、前記画像処理装置は、さらに、前記プローブからライブ画像である前記被検体の
超音波画像を取得するライブ画像取得部を備え、前記表示制御部は、前記アシスト画像お
よび前記ライブ画像を表示装置に出力してもよい。
【００３６】
　これにより、アシスト画像に加えてライブ画像を、使用者に対して分かり易く表示する
ことができる。
【００３７】
　また、前記二つ以上の表示状態には、前記表示装置において前記アシスト画像をメイン
画像として表示するとともに、前記ライブ画像を前記メイン画像より小さいサブ画像とし
て表示する第３表示状態と、前記表示装置において前記ライブ画像を前記メイン画像とし
て表示するとともに、前記アシスト画像を前記サブ画像として表示する第４表示状態とを
含み、前記表示状態決定部は、前記位置関係が第２の所定条件を満たさない場合に前記第
３表示状態を選択し、前記位置関係が前記第２の所定条件を満たす場合に前記第４表示状
態を選択し、前記表示制御部は、選択された表示状態で、前記アシスト画像および前記ラ
イブ画像を表示装置に出力してもよい。
【００３８】
　これにより、ライブ画像およびアシスト画像の表示形態を、使用者に対して分かり易く
切り替えることができる。
【００３９】
　また、前記表示制御部は、選択された前記表示状態に応じて、前記アシスト画像と前記
ライブ画像との相対的な表示サイズを切り替えることで、前記メイン画像および前記サブ
画像の切り替えを行い、前記アシスト画像および前記ライブ画像を前記表示装置に出力し
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てもよい。
【００４０】
　これにより、ライブ画像およびアシスト画像の表示形態を、使用者に対して分かり易く
切り替えることができる。
【００４１】
　また、前記表示状態決定部は、前記第３表示状態を選択している場合には、前記位置関
係が第３の所定条件を満たすか否かに基づいて表示状態を選択し、前記第４表示状態を選
択している場合には、前記位置関係が第４の所定条件を満たすか否かに基づいて表示状態
を選択してもよい。
【００４２】
　これにより、表示状態を安定的に切替えることができる。
【００４３】
　また、前記対象箇所は血管であり、前記表示状態決定部は、前記ライブ画像において前
記血管の走行方向に略平行な断面が描出されているか否かに応じて前記位置関係を判定し
、判定した前記位置関係に基づいて前記二つ以上の表示状態の中から一つの表示状態を選
択してもよい。
【００４４】
　これにより、プローブの対象箇所への移動を誘導するための画像であるアシスト画像を
、使用者に対して分かり易く表示することができる。
【００４５】
　また、前記画像処理装置は、さらに、あらかじめ取得されたデータから前記３次元像を
生成する３Ｄ像生成部を備え、前記３Ｄ像生成部は、前記データである、前記対象箇所を
含む領域を前記プローブで予め走査して取得された超音波画像から、前記対象箇所を含む
器官の輪郭を抽出することにより、前記３次元像を生成し、前記３次元像の３次元空間内
における位置および向きを、前記位置情報取得部により取得される前記プローブの走査位
置および向きと対応づけてもよい。
【００４６】
　これにより、３次元空間内における３次元像の位置および向きを、プローブの走査位置
および向きと対応づけることができる。
【００４７】
　また、前記アシスト画像生成部は、前記プローブの現在の走査位置および向きと前記対
象箇所の位置および向きとの相対関係に基づいてナビゲーション情報を生成し、前記アシ
スト画像として、前記３次元像に対して、前記プローブの現在の走査位置および向きを示
すプローブ画像と、前記ナビゲーション情報と、を重畳した画像を生成してもよい。
【００４８】
　これにより、プローブの対象箇所への移動を誘導するための画像であるアシスト画像を
、使用者に対してさらに分かり易く表示することができる。
【００４９】
　また、前記アシスト画像生成部は、前記第４表示状態が選択されたとき、前記対象箇所
における複数の方向からの断面形状をそれぞれ示す複数の断面画像を生成し、生成した前
記複数の断面画像に対して、前記プローブの現在の走査位置および向きを示すプローブ画
像を重畳した画像を、前記アシスト画像として生成してもよい。
【００５０】
　また、前記対象箇所は血管であり、前記複数の断面画像には、前記血管の走行方向であ
る長軸方向および前記長軸方向に略直交する短軸方向からの断面形状をそれぞれ示す２つ
の断面画像を含み、前記アシスト画像生成部は、前記２つの断面画像に対して、前記プロ
ーブの現在の走査位置および向きと前記対象箇所の位置および向きとの相対関係に基づい
て、前記プローブの前記対象箇所への移動を誘導するための直線または長方形を重畳した
画像を、前記アシスト画像として生成してもよい。
【００５１】
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　これにより、プローブの対象箇所への移動を誘導するための画像であるアシスト画像を
、使用者に対してさらに分かり易く表示することができる。
【００５２】
　また、前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前
記対象箇所の位置および向きと前記器具の位置および向きとのそれぞれの差分を前記位置
関係として算出し、算出した前記差分に応じて一つの表示状態を選択してもよい。
【００５３】
　また、前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前
記対象箇所の位置および向きと前記器具の位置および向きとのそれぞれの差分を算出し、
算出した前記差分を保持することにより、時間経過に伴う前記差分の変位を前記位置関係
として算出し、算出した前記差分の変位に応じて一つの表示状態を選択してもよい。
【００５４】
　これにより、的確に表示状態を選択することができる。
【００５５】
　また、前記対象箇所は前記被検体内の手術対象部位であり、前記器具は、前記被検体の
手術に用いられる手術器具であり、前記アシスト画像生成部は、前記手術器具の前記手術
対象部位への移動を誘導するための画像であるアシスト画像を生成してもよい。
【００５６】
　これにより、施術者は操作した手術器具の動きを確認でき、手術器具と対象箇所までの
距離、および、切除または切削を行う向きの調整を容易に行うことができる。
【００５７】
　また、前記画像処理装置は、さらに、あらかじめ取得されたデータから前記３次元像を
生成する３Ｄ像生成部を備えてもよい。
【００５８】
　これにより、あらかじめ取得されたデータから３次元像を生成することができる。
【００５９】
　また、前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前
記対象箇所および前記器具の位置の差分を前記位置関係として算出し、算出した前記差分
に応じて一つの表示状態を選択してもよい。
【００６０】
　また、前記表示状態決定部は、前記対象位置情報および前記器具位置情報を用いて、前
記対象箇所および前記器具の位置の差分を算出し、算出した前記差分を保持することによ
り、時間経過に伴う前記差分の変位を前記位置関係として算出し、算出した前記差分の変
位に応じて一つの表示状態を選択してもよい。
【００６１】
　これにより、的確に表示状態を選択することができる。
【００６２】
　また、前記二つ以上の表示状態には、前記アシスト画像におけるズーム倍率および視点
の少なくともどちらか一方が相違する表示状態を二つ以上含み、前記表示状態決定部は、
前記位置関係に基づいて、前記アシスト画像におけるズーム倍率および視点の少なくとも
どちらか一方が相違する二つ以上の表示状態の中から一つの表示状態を選択してもよい。
【００６３】
　これにより、各種の表示態様によってアシスト画像を生成し、使用者に対して分かり易
く表示することができる。
【００６４】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【００６５】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００６６】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものであ
る。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び
接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではな
い。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記
載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００６７】
　（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明の一態様に係る画像処理装置を超音波診断装置に適用した場
合について、図面を参照しながら説明する。なお、測定ターゲットは、超音波により撮影
できる器官であれば特に限定されず、血管、心臓、肝臓、および乳房などがあるが、ここ
では頸動脈を例に説明する。
【００６８】
　まず、装置の構成について説明する。
【００６９】
　図６は、実施の形態１の超音波診断装置１００の構成を示すブロック図である。
【００７０】
　超音波診断装置１００は、図６に示すように３Ｄ像解析部１０１、位置情報取得部１０
２、表示状態決定部１０３、アシスト画像生成部１０４、送受信部１０５、ライブ画像取
得部１０６、表示制御部１０７、および、制御部１０８を備えている。
【００７１】
　また、超音波診断装置１００は、プローブ１０、表示装置１５０、および入力装置１６
０と接続可能に構成されている。
【００７２】
　プローブ１０は、例えば一次元方向（以下、振動子配列方向という）に配列された複数
の振動子（図示しない）を有している。プローブ１０は、送受信部１０５から供給された
パルス状または連続波の電気信号（以下、送信電気信号という）をパルス状または連続波
の超音波に変換し、プローブ１０を被検体の皮膚表面に接触させた状態で複数の振動子か
ら発せられる複数の超音波からなる超音波ビームを測定器官（すなわち、頚動脈）に向け
て送信する。この際、頚動脈の長軸断面の断層画像を取得するためには、プローブ１０の
振動子配列方向が頚動脈の長軸方向に沿うようにプローブ１０を被検体皮膚表面に配置す
る必要がある。そして、プローブ１０は、被検体からの複数の反射超音波を受信し、複数
の振動子によりこれら反射超音波をそれぞれ電気信号（以下、受信電気信号という）に変
換し、これら受信電気信号を送受信部１０５に供給する。
【００７３】
　なお、本実施の形態においては、一次元方向に配列された複数の振動子を有するプロー
ブ１０の例を示しているが、これに限られるものではない。例えば、二次元方向に振動子
を配列した二次元配列振動子、または一次元方向に配列された複数の振動子を機械的に揺
動させて三次元の断層画像を構築する揺動型超音波探触子を用いてもよく、測定に応じて
適宜使い分けることができる。
【００７４】
　また、プローブ１０は、送受信部１０５の一部の機能を超音波探触子側に設けてもよい
。例えば、送受信部１０５から出力された送信電気信号を生成するための制御信号（以下
、送信制御信号という）に基づきプローブ１０内で送信電気信号を生成し、この送信電気
信号を超音波に変換し、一方、受信した反射超音波を受信電気信号に変換し、プローブ１
０内で受信電気信号に基づき後述の受信信号を生成する構成が挙げられる。
【００７５】
　表示装置１５０は、いわゆるモニタであって、表示制御部１０７からの出力を表示画面
として表示する。
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【００７６】
　入力装置１６０は、各種入力キーを備え、操作者が超音波診断装置１００の各種設定す
るために用いられる。
【００７７】
　なお、図６に示す構成は、表示装置１５０と入力装置１６０とを超音波診断装置１００
とは別々に設けた構成の例を示しているが、係る構成に限定されるものではない。例えば
、入力装置１６０が表示装置１５０上でタッチパネル操作する構成である場合、表示装置
１５０と入力装置１６０（および超音波診断装置１００）とが一体となった構成となる。
【００７８】
　３Ｄ像解析部１０１は、測定ターゲットを短軸スキャンすることなどにより予め取得し
た３Ｄ像を解析し、測定ターゲットの３次元位置および向きを含む位置情報（対象位置情
報）ｔｇｔＩｎｆ１を決定し、決定した対象位置情報ｔｇｔＩｎｆ１を表示状態決定部１
０３に出力する。
【００７９】
　位置情報取得部１０２は、例えば磁気センサまたは光学カメラなどを用いて、現在スキ
ャンしているプローブ１０のスキャン位置および向きを示す位置情報（器具位置情報）を
取得する。
【００８０】
　表示状態決定部１０３は、測定ターゲットとプローブ１０との位置関係に基づいて、２
つの表示状態の中から１つの表示状態を選択する。具体的には、表示状態決定部１０３は
、測定ターゲットと現在のスキャン位置との位置および向きの差分に基づいて、第１表示
状態、あるいは、第２表示状態のどちらかを選択し、選択した表示状態を示すモード情報
ｍｏｄｅとして出力する。
【００８１】
　アシスト画像生成部１０４は、３Ｄ像のデータと測定ターゲットの対象位置情報とを含
むアシスト画像生成情報ｔｇｔＩｎｆ２を３Ｄ像解析部１０１から取得して、モード情報
ｍｏｄｅにより示される表示状態で表示されるようにアシスト画像を生成する。ここで、
アシスト画像は、測定ターゲットへのプローブ１０の移動を誘導するための画像であり、
測定ターゲットの測定面、および現在のスキャン面の位置と向きとを示す情報を３Ｄ像に
重畳表示した画像である。なお、表示状態をとして画面構成ではなく、ズーム倍率または
視点方向などを切替える際には、これらの情報をモード情報ｍｏｄｅに含め、ズーム倍率
および視点方向の変更を併用する場合は両方の情報をモード情報ｍｏｄｅに含める。
【００８２】
　送受信部１０５は、プローブ１０と接続するものであって、プローブ１０の超音波ビー
ムの送信制御に係る送信制御信号を生成し、この送信制御信号に基づき生成したパルス状
または連続波の送信電気信号をプローブ１０に供給する送信処理を行う。なお、送受信部
１０５が行う送信処理とは、少なくとも送受信部１０５で送信制御信号を生成し、プロー
ブ１０に超音波（ビーム）を送信させる処理を意味する。
【００８３】
　一方、送受信部１０５は、プローブ１０からの受信電気信号を増幅してＡ／Ｄ変換を行
い、受信信号を生成する受信処理を行い、この受信信号をライブ画像取得部１０６に供給
する。この受信信号は、例えば、振動子配列方向と超音波の送信方向であって振動子配列
と垂直な方向（以下、深さ方向とする。）からなる複数の信号からなり、各信号は反射超
音波の振幅から変換された電気信号をＡ／Ｄ変換したデジタル信号である。そして、この
送信処理および受信処理を繰り返し連続して行い、複数の受信信号からなるフレームを複
数構築していく。なお、送受信部１０５が行う受信処理とは、少なくとも送受信部１０５
が反射超音波に基づく受信信号を取得する処理を意味する。
【００８４】
　また、ここでいうフレームとは、１枚の断層画像を構築する上で必要な１つのまとまっ
た受信信号、またはこの１つのまとまった受信信号に基づき断層画像データを構築するた
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めに処理された信号、あるいは、この一つのまとまった受信信号に基づき構築された１枚
の断層画像データ或いは断層画像のことをいう。
【００８５】
　ライブ画像取得部１０６は、フレーム内のそれぞれの受信信号を、その強度に対応した
輝度信号へと変換し、その輝度信号を直交座標系に座標変換を施すことで断層画像データ
を生成する。ライブ画像取得部１０６は、この処理をフレーム毎に逐次行い、生成した断
層画像データを表示制御部１０７に出力する。
【００８６】
　表示制御部１０７は、アシスト画像と、ライブ画像取得部１０６により取得された現在
のスキャン位置における超音波画像（断層画像データ）であるライブ画像とを用いて、モ
ード情報ｍｏｄｅにより指定された画面構成に従ってライブ画像とアシスト画像とを表示
装置１５０に表示する。
【００８７】
　制御部１０８は、入力装置１６０の指示に基づいて、超音波診断装置１００内の各部を
制御する。
【００８８】
　次に、上記のように構成された超音波診断装置１００の動作について説明する。
【００８９】
　図７は、実施の形態１の超音波診断装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００９０】
　まず、３Ｄ像解析部１０１は、予め取得した３Ｄ像を解析して、測定ターゲットとなる
断面の位置および向きを含む対象位置情報を決定すると共に、測定ターゲットに対して、
位置、あるいは、向きの差分が閾値以下である範囲を測定範囲として設定する（ステップ
Ｓ１０１）。
【００９１】
　ここで、図８Ａ～図８Ｄと図９Ａ～図９Ｃを参照して、３Ｄ像の生成方法と測定ターゲ
ットの対象位置情報の決定方法について説明する。図８Ａ～図８Ｄは、超音波画像を用い
た３Ｄ像の生成フロー例を示す図である。
【００９２】
　まず、例えばプローブ１０により頸動脈全体をスキャンして図８Ａに示すように複数の
フレーム５１の短軸像の断層画像データを取得し、短軸像の各フレーム５１から図８Ｂに
示すように血管輪郭５２を抽出する。次に、図８Ｃに示すように各フレーム５１の血管輪
郭５２を３Ｄ空間内に配置し、輪郭頂点に基づいてポリゴンを生成するなどして図８Ｄに
示すような頸動脈の３Ｄ像５３を構築する。短軸像の取得時には、スキャン面の位置情報
（位置と向きを含む）を取得しており、この位置情報に基づいて各フレーム５１の血管輪
郭５２が３Ｄ空間内に配置される。位置情報は、例えばプローブ１０に取り付けた光学マ
ーカをカメラで撮影し、撮影した画像内における光学マーカの形状変化に基づいて算出す
ることができる。なお、他にも、磁気センサ、ジャイロ、または加速度センサなどを用い
て位置情報を取得してもよい。
【００９３】
　また、プローブについては、２次元画像を取得するプローブだけでなく、プローブを移
動させずに３次元画像が取得できるプローブを用いてもよい。これは例えば、プローブ内
でスキャン面が機械的に揺動する揺動プローブ、またはプローブ面に超音波振動子が２次
元的に配置されたマトリクスプローブである。
【００９４】
　さらに、３Ｄ像は、ＣＴ（コンピュータ断層撮影）、またはＭＲＩ（磁気共鳴イメージ
ング）など超音波以外の方法により取得してもよい。
【００９５】
　また、本実施の形態では、３Ｄ像を予め取得しているものとしているが、これに限られ
るものではない。例えば、超音波診断装置１００に３Ｄ像を生成する構成を備えても構わ
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ない。
【００９６】
　図９Ａは、３Ｄ像における測定ターゲットの位置と向きについて示す図であり、図９Ｂ
は、長軸断面における測定ターゲットの位置を示す図であり、図９Ｃは、短軸断面におけ
る測定ターゲットの位置を示す図である。
【００９７】
　測定すべき測定ターゲットの位置および向きは測定器官診断目的に応じて異なる。例え
ば、測定器官が頸動脈の検診の場合、一般的に、３Ｄ像５３における測定ターゲットは、
図９Ａに示すような位置と向きになる。よって、３Ｄ像解析部１０１は、血管の走行方向
である長軸断面において、図９Ｂに示すように頸動脈の形状に基づいて設定した測定基準
位置６１から所定の距離６２となる部位を測定ターゲット６３として決定する。
【００９８】
　また、３Ｄ像解析部１０１は、短軸方向の面内において、３Ｄ像を構成する各フレーム
における短軸像の輪郭６４の中心を結んだ線（以下、中心線という）６５を通る平面（以
下、最大活面という）６６となるように測定ターゲット６３の位置を決定する。ここで、
３Ｄ像解析部１０１は、最大活面６６が、分岐前後の輪郭中心を通る平面、あるいは当該
平面から所定の角度だけ傾いた向きとなるように決定する。例えば、分岐前後の輪郭中心
を通る基準面に沿ってプローブを当てられる場合には基準面において測定するが、頸動脈
の走行方向によっては基準面に沿ってプローブを当てられないため、そのような場合には
、基準面からそれぞれ±４５度傾いた２つの平面の、いずれかを選択するとよい。検診な
どでは、診断ガイドラインなどで規定された部位を測定すればよいが、プラークの治療効
果の判定には、前述したように毎回同じ条件（位置と向き）で測定することが重要である
。従って、３Ｄ像解析部１０１は、前回の診断時の測定ターゲットの位置情報を記憶して
おき、次回の測定時には前回と同一の位置と向きで測定できるように測定ターゲット６３
を決定してもよい。また、３Ｄ像解析部１０１は、３Ｄ像生成時に取得された短軸像など
から、血管の内膜境界と外膜境界を抽出することで内中膜の厚さを算出し、厚さが閾値以
上である部位をプラークとして検出することができる。３Ｄ像解析部１０１は、このよう
にして検出したプラークにおいて、厚みが最大となる位置での長軸方向の断面を測定ター
ゲット６３として決定してもよい。なお、本実施の形態では、３Ｄ像解析部１０１で測定
ターゲット６３を決定しているが、検査者が手動で測定ターゲット６３を設定しても構わ
ない。
【００９９】
　次に、位置情報取得部１０２は、プローブ１０の現在のスキャン位置および向きを示す
位置情報（器具位置情報）を取得する（ステップＳ１０２）。ここで、位置情報取得部１
０２は、この位置情報を、先述したように、例えばカメラ、または磁気センサ等の各種セ
ンサを用いて取得する。カメラを用いる場合には、例えば、プローブ１０に４つのマーカ
から構成される光学マーカを取り付け、カメラで取得される画像における４つのマーカの
中心座標およびサイズに基づいてマーカの位置および向きを推定することにより、プロー
ブ１０のスキャン位置および向きを推定することができる。
【０１００】
　次に、表示状態決定部１０３は、現在のスキャン位置が測定ターゲットに対する測定範
囲内であるか否か判定する（ステップＳ１０３）。この判定の結果、測定範囲内である場
合（ステップＳ１０３でＹｅｓ）、表示状態決定部１０３は、第１表示状態を選択する（
ステップＳ１０４）。次に、アシスト画像生成部１０４は、３Ｄ像のデータと測定ターゲ
ットの対象位置情報とを含むアシスト画像生成情報ｔｇｔＩｎｆ２を用いて、第１表示状
態のアシスト画像を生成する（ステップＳ１０５）。そして、表示制御部１０７は、アシ
スト画像と、ライブ画像取得部１０６により取得した現在のスキャン位置における超音波
画像であるライブ画像とを、第１表示状態で表示装置１５０に表示する（ステップＳ１０
６）。
【０１０１】
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　一方、測定範囲内でない場合（ステップＳ１０３でＮｏ）、表示状態決定部１０３は、
第２表示状態を選択する（ステップＳ１０７）。次に、アシスト画像生成部１０４は、３
Ｄ像のデータと測定ターゲットの対象位置情報とを含むアシスト画像生成情報ｔｇｔＩｎ
ｆ２を用いて、第２表示状態のアシスト画像を生成する（ステップＳ１０８）。そして、
表示制御部１０７は、アシスト画像とライブ画像とを、第２表示状態で表示装置１５０に
表示する（ステップＳ１０９）。
【０１０２】
　次に、終了であるか否かを判定し（ステップＳ１１０）、終了でなければ（ステップＳ
１１０でＮｏ）、現在の位置情報の取得処理（ステップＳ１０２）から繰り返す。
【０１０３】
　次に、図７のフローチャートに示すステップＳ１０３からステップＳ１０９における表
示状態の決定フローの具体例について、説明する。図１０は、画面表示の切替え動作の一
例を示すフローチャートである。なお、図１０に示すフローチャートは、図７に示すステ
ップＳ１０３からステップＳ１０９に置き換わる部分のみを記載している。
【０１０４】
　まず、表示状態決定部１０３は、測定ターゲットと現在のスキャン位置との、位置およ
び向きの差分を算出する（ステップＳ１１０１）。続いて、表示状態決定部１０３は、３
Ｄ像の特定方向に対する、位置および向きの差分が閾値以下であるか否かを判定する（ス
テップＳ１１０２）。
【０１０５】
　ここで、特定方向とは、３次元空間座標において互いに直交する３つの軸の全てを考慮
してもよいし、測定器官の形状などに基づいて設定してもよい。例えば、測定ターゲット
が血管の中心線に平行な場合には、測定ターゲットの中心と現在のスキャン位置における
スキャン面の中心との距離が閾値以下であり、かつ、現在のスキャン位置におけるスキャ
ン面が中心線と平行に近づいた場合に、位置と向きの差分が閾値以下である判定すること
などが可能である。
【０１０６】
　この判定の結果、閾値以下である場合（ステップＳ１１０２でＹｅｓ）、表示状態決定
部１０３は、第１表示状態を選択する（ステップＳ１０４）。次に、アシスト画像生成部
１０４は、アシスト画像生成情報ｔｇｔＩｎｆ２を用いて、第１表示状態のアシスト画像
を生成する（ステップＳ１０５）。そして、表示制御部１０７は、メイン表示を超音波の
ライブ画像とし、サブ表示をアシスト画像とする第１表示状態（第４表示状態）で表示装
置１５０に表示する（ステップＳ１１０３）。
【０１０７】
　一方、閾値以下でない場合（ステップＳ１１０２でＮｏ）、表示状態決定部１０３は、
第２表示状態を選択する（ステップＳ１０７）。次に、アシスト画像生成部１０４は、ア
シスト画像生成情報ｔｇｔＩｎｆ２を用いて、第２表示状態のアシスト画像を生成する（
ステップＳ１０８）。そして、表示制御部１０７は、メイン表示をアシスト画像とし、サ
ブ表示をライブ画像とする第２表示状態（第３表示状態）で表示装置１５０に表示する（
ステップＳ１０９）。
【０１０８】
　ここで、メイン表示とは、超音波画像が表示される表示装置１５０の画面の中心部、又
は、画面上で最も大きな領域を占める部分の表示をいい、サブ表示とは、画面に表示され
る情報のうち、メイン表示ではない部分の表示をいう。
【０１０９】
　次に、図１１Ａ～図１１Ｃを用いて、頸動脈の長軸像における測定ターゲットをスキャ
ンする際の表示状態の切替え例について説明する。図１１Ａは、３Ｄ空間における測定器
官である頸動脈の一例を示す図であり、図１１Ｂは、第２表示状態の一例を示す図であり
、図１１Ｃは、第１表示状態の一例を示す図である。
【０１１０】
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　長軸像を描出して内中膜の肥厚を測定する際には、まず短軸像をスキャンしながら測定
ターゲットの近傍までプローブを移動させ、その後にプローブを回転させて長軸像を描出
する。従って、図１１Ａに示すように、頸動脈の短軸断面がｘｚ平面に平行で、進行方向
がｙ軸に平行である場合には、ターゲット位置の近傍まで短軸像でスキャンした後に、ｚ
軸の周りにプローブを回転させて長軸像を描出する。このため、ステップＳ１１０２にお
いては、現在のスキャン位置が測定範囲内にあるか、つまり３Ｄ空間における現在のスキ
ャン位置と測定ターゲットとの位置の差分、および、ｚ軸周りの回転角の差分が、それぞ
れ予め設定された閾値以下であるかを判定する。このように判定することで、プローブを
ｚ軸周りに回転させた状態で長軸像が描出できるかどうかを大まかに判定でき、長軸像が
描出されうる場合に表示状態を切替えられる。図１１Ｂに示す第２表示状態では、現在の
スキャン位置が測定範囲外、つまり、長軸像が描出されない場合の画面表示であり、主に
アシスト画像を参照しながらスキャン位置をターゲット位置に移動できるように、画面７
０に、アシスト画像７３をメイン表示７１とし、ライブ画像７４をサブ表示７２として、
表示している。一方、図１１Ｃに示す第１表示状態では、現在のスキャン位置が測定範囲
内である場合の画面表示であり、スキャン位置がターゲット位置の近傍にあることから、
超音波のライブ画像７５を主に参照して位置合わせができるように、画面７０に、ライブ
画像７５をメイン表示７１とし、アシスト画像７３をサブ表示７２として、表示している
。ここで、アシスト画像７３には、対象箇所を含むとなる器官形状を示す３Ｄ像４２、現
在のプローブ１０の位置を示す画像４３、現在のスキャン面を示す画像４４、測定ターゲ
ットのスキャン面を示す画像４６、測定ターゲットのスキャンするために移動すべきプロ
ーブ１０の位置を示す画像４５、およびプローブ１０を移動させる方向を示す矢印４７が
表示されている。
【０１１１】
　なお、図１１Ｂに示す第２表示状態から図１１Ｃに示す第１表示状態へ画面が切替えら
れた場合、切替え前後でアシスト画像とライブ画像の左右関係が逆転するが、これに限ら
れるものではない。例えば、図１１Ｃに示す第１表示においてライブ画像７４を画面の右
側に表示したまま表示領域を拡大して、左右の関係は切替わらないようにしてもよい。ま
た、画面表示の切替えは２パターンに限定されるものではなく、位置、向きの差分に基づ
いて各画像の表示領域を拡大または縮小していくなど連続的に遷移してもよい。
【０１１２】
　ここで、図１０のステップＳ１１０２では、測定ターゲットと現在のスキャン位置との
位置および向きの差分が閾値以下であるか否かに基づいて表示状態を切替えるため、差分
が閾値の境界近傍となる位置でプローブが頻繁に移動すると、表示状態が頻繁に切替わり
、アシスト画像およびライブ画像の視認性が低下するという問題が起こりうる。
【０１１３】
　そこで、表示状態を安定的に切替えるための動作について、以下、説明する。
【０１１４】
　図１２は、表示状態の切替え判定にヒステリシスを導入して、表示状態を安定的に切替
えるための動作を示すフローチャートである。なお、図１２のフローチャートに示すステ
ップのうち、図１０のフローチャートに対して追加されるステップＳ１１０５からステッ
プＳ１１０７までのステップについて説明する。
【０１１５】
　表示状態決定部１０３は、現在の表示状態が第２表示状態であるかどうか判定する（ス
テップＳ１１０５）。この判定の結果、第２表示状態である場合（ステップＳ１１０５で
Ｙｅｓ）、表示状態決定部１０３は、位置と向きのそれぞれについて、表示状態の切替え
判定に用いる閾値をＴ１に設定する（ステップＳ１１０６）。一方、第２表示状態でない
場合（ステップＳ１１０５でＮｏ）、表示状態決定部１０３は、ステップＳ１１０６にお
いて設定した閾値Ｔ１とは異なる閾値Ｔ２を設定する（ステップＳ１１０７）。例えば、
第１表示状態では、位置の閾値Ｔ２を８ｍｍとして、第２表示の状態では、位置の閾値Ｔ
１を１０ｍｍとする。初期状態を第２表示状態とすると位置の差分が８ｍｍ以下となった
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段階で第１表示状態に遷移する。ここで、第１表示状態における閾値は１０ｍｍであるた
め、差分が１０ｍｍ未満であれば、第１表示状態のままである。従って、差分が８ｍｍと
なる付近でプローブが２ｍｍ程度動いても、表示状態は振動することなく、安定した状態
を保つことができる。
【０１１６】
　なお、測定ターゲットと現在のスキャン位置との差分に基づいて切替える要素は、メイ
ン表示とサブ表示などの表示状態に限定されるものではなく、例えば、アシスト画像にお
ける視点方向やズーム倍率などアシスト画像自体の見え方に関わるパラメータであっても
よい。
【０１１７】
　次に、図１３Ａ～図１３Ｄを用いて、頸動脈を診断する際のアシスト画像における視点
方向の切替え例について説明する。図１３Ａは、３Ｄ空間における測定ターゲットである
頸動脈の一例を示す図であり、図１３Ｂは、３Ｄ空間における長軸方向の頸動脈の一例を
示す図であり、図１３Ｃは、３Ｄ空間における短軸方向の頸動脈の一例を示す図であり、
図１３Ｄは、切替え後の長軸方向のライブ画像と短軸方向のアシスト画像の組み合わせ表
示の一例を示す図である。
【０１１８】
　頸動脈の３次元的な形状は、図１３Ａに示すように、短軸断面がｘｚ平面に平行で、進
行方向がｙ軸に平行であるとする。頸動脈の長軸の内中膜厚を測定する際には、図１１Ａ
～図１１Ｃを用いて先に説明したように、測定ターゲットの近傍である測定範囲内まで短
軸像でスキャンした後に、プローブを回転させて長軸像を描出する。短軸像のスキャン時
には、図１３Ｂに示すように、長軸像が俯瞰できる視点方向（図中のｚ軸方向）にすると
現在のスキャン位置８２と測定ターゲット８１との位置関係が分かり易い。次に、長軸像
の描出後は、図１３Ｃに示すように、短軸断面８４におけるスキャン位置と傾きが把握で
きる視点方向（図中のｙ軸方向）が望ましい。
【０１１９】
　このとき、図１３Ｄに示すように長軸方向視点のライブ画像と短軸方向視点のアシスト
画像とを組み合わせると、プローブ１０と測定ターゲットとの位置関係がより把握しやす
い表示を提供することができる。まず、ライブ画像における長軸像の傾きから、ｘ軸周り
の回転情報が得られる。また、血管の走行方向（図中のｙ軸方向）とスキャン面の方向が
一致する（図中のｚ軸周りの回転角が同一）場合には、血管像が画面の一方の端から他方
の端まで連続して描出されるが、両者の間におけるｚ軸周りの回転角のズレが大きくなる
につれ、画面の一部にしか血管像が描出されなくなる。ここでは、血管の蛇行が軽微であ
ることを仮定しているが、少なくとも、総頸動脈から分岐部にかけての走行は直線的であ
り、この仮定は実用上有用である。従って、ライブ画像からｘ軸とｚ軸周りの回転、およ
び、ｙ軸方向の位置が把握できる。アシスト画像からは、ｙ軸周りの回転と、ｘ軸とｚ軸
方向の位置が把握できるため、両者を合わせることで、全ての位置関係が把握できる。な
お、血管の走行方向は、３Ｄ像の中心線に基づいて決定できる。
【０１２０】
　図１４Ａは、切替え前の長軸方向視点のアシスト画像の一例を示す図であり、図１４Ｂ
は、切替え後の短軸方向視点のアシスト画像の一例を示す図である。
【０１２１】
　現在のスキャン位置が測定範囲外であれば、図１４Ａのような長軸方向視点のアシスト
画像８５を表示し、測定範囲内であれば、図１４Ｂのような短軸方向視点のアシスト画像
を表示する。
【０１２２】
　また、ズーム倍率の切替えを行ってもよい。図１５Ａは、切替え前の長軸方向視点のア
シスト画像の一例を示す図であり、図１５Ｂは、切替え後の短軸方向視点で、かつズーム
倍率を上げたアシスト画像の一例を示す図である。
【０１２３】
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　現在のスキャン位置が測定範囲外であり、スキャン位置と測定ターゲットの距離が遠く
、全体を俯瞰する必要がある場合には、図１５Ａのようにズーム倍率を下げ、スキャン位
置が測定範囲内でスキャン位置の微調整を行う場合には、図１５Ｂのように測定ターゲッ
トの近傍領域が詳細にみえるようにズーム倍率を上げて表示する。
【０１２４】
　図１６は、アシスト画像の設定を切替える動作の一例を示すフローチャートである。な
お、ステップＳ２０１からＳ２０３は、図７のステップＳ１０１、Ｓ１０２、Ｓ１０３と
ほぼ同様である。ここでは、ステップＳ２０４およびＳ２０５の処理について、説明する
。
【０１２５】
　アシスト画像生成部１０４は、アシスト画像の視点方向およびズーム倍率など、各要素
の設定を切替える（ステップＳ２０４）。そして、アシスト画像生成部１０４は、切替え
を反映したアシスト画像を生成する（ステップＳ２０５）。なお、これら視点方向および
ズーム倍率などの各要素の切替えは、画面表示の切替えと併用してもよい。
【０１２６】
　以上のように、超音波診断装置１００では、現在のスキャン位置が測定ターゲットの測
定範囲内か否かに基づいて画面の表示状態を動的に切替えている。これにより、検査者に
対してよりわかりやすい、プローブの誘導を行うことができる。さらに、現在のスキャン
位置および向きに応じて、アシスト画像における３Ｄ空間の視点方向などを変更する構成
とすれば、検査者が、測定ターゲットとスキャン位置との位置合わせを容易にできるよう
誘導することもできる。
【０１２７】
　なお、図１１Ｂおよび図１１Ｃに例示した画面構成以外の構成でもよい。例えば、図１
１Ｂおよび図１１Ｃに示すように、画面７０に対してメイン表示７１とサブ表示７２を別
々に表示する画面構成ではなく、図１７Ａおよび図１７Ｂに示すように、メイン表示７６
の中にサブ表示７７が含まれる画面構成でもよい。
【０１２８】
　また、本実施の形態では、表示状態決定部１０３は、測定ターゲットと現在のスキャン
位置との位置および向きの差分に基づいて、第１表示状態または第２表示状態を選択して
いるが、これに限られるものではない。例えば、表示状態決定部１０３は、測定ターゲッ
トと現在のスキャン位置との位置の差分に基づいて、第１表示状態または第２表示状態を
選択しても構わない。また、表示状態決定部１０３は、測定ターゲットと現在のスキャン
位置との位置および向き（または位置のみ）の差分を保持することにより、時間経過に伴
う差分の変位に基づいて、第１表示状態または第２表示状態を選択しても構わない。
【０１２９】
　（実施の形態２）
　実施の形態２は、超音波診断装置１００の位置情報取得部１０２がプローブの位置情報
を取得できているかどうかを判定する点が、実施の形態１と相違する。なお、構成は、図
６に示す実施の形態１の超音波診断装置１００と同様であるので、位置情報取得部１０２
についても同じ符号を用いて、説明する。
【０１３０】
　例えば、プローブに取り付けた光学マーカをカメラで撮影して位置情報を取得する場合
、プローブがカメラの視野範囲から外れたり、プローブのケーブルや検査者の手などによ
り光学マーカが隠れてカメラに映らなかったりすると（オクルージョン）、位置情報が正
しく取得できない。また、例えば磁気センサを用いて位置情報を取得する場合でも、プロ
ーブが磁場範囲外に出たり、金属などの磁場を乱す器具に近づいたりすると、位置情報が
正しく取得できない。
【０１３１】
　本実施の形態２において位置情報取得部１０２は、プローブ１０の位置情報が取得でき
ているか否かを判定する。
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【０１３２】
　図１８は、実施の形態２の超音波診断装置１００の動作を示すフローチャートである。
なお、ステップＳ１０８とステップＳ１０９以外は、図７と同様であるため説明を省略す
る。
【０１３３】
　ステップＳ１０８において、位置情報取得部１０２は、プローブ１０の位置情報が取得
できているか否かを判定する。この判定の結果、取得できていれば（ステップＳ１０８で
Ｙｅｓ）、ステップＳ１０３に進む。
【０１３４】
　一方、取得できていなければ（ステップＳ１０８でＮｏ）、位置情報取得部１０２は、
位置情報が取得できないことを示す警告情報を表示するように表示制御部１０７に指示し
、表示制御部１０７は、警告情報を表示装置１５０に表示する（ステップＳ１０９）。
【０１３５】
　なお、本実施の形態では、位置情報が取得できないときにその旨を示す警告情報を表示
するとしたが、ステップＳ１０３以降において、位置情報が取得できる場合にも、その旨
を示す情報を表示してもよい。また、位置情報が取得できているか否かだけでなく、位置
情報の信頼度などに基づく表示をしてもよい。例えば、カメラのゲインや露出、ホワイト
バランスなどが適切でなく、カメラで取得した画像における光学マーカの位置検出精度が
低下するなどした場合には、信頼度が下がる。この場合、ステップＳ１０９やステップＳ
１０３以降において、その信頼度に基づく数値を表示してもよいし、信頼度に基づいて形
状、模様、色彩などの形態が変化する図形等を表示してもよい。
【０１３６】
　図１９Ａは、プローブに取り付けた光学マーカをカメラで撮影して位置情報を取得する
システムの構成例を示す図である。
【０１３７】
　例えば、このシステムでは、図１９Ａに示すように、光学マーカは１５ａから１５ｄま
での４つのマーカから構成され、位置情報取得部１０２は、カメラ９０で取得した画像に
おける４つのマーカの中心座標とサイズに基づいてマーカの位置と向きを推定する。
【０１３８】
　図１９Ｂは、マーカ１５ｃがプローブ自体の影になって検出できないため位置情報が取
得できない場合の具体例１を示す図であり、図１９Ｃは、警告情報を表示する画面の具体
例１を示す図である。
【０１３９】
　例えば、図１９Ｂに示すように、マーカ１５ｃがプローブ１０自体の影になって検出で
きないため位置情報が取得できない場合には、警告情報として、図１９Ｃに示すように、
その旨を示す赤丸のサイン９１を画面７０に表示する。なお、位置情報が取得できる場合
は、例えば警告情報の一例である赤丸と異なる緑丸のサイン９１を表示しておくなど、位
置情報が取得できる場合にもその旨を表示してもよい。
【０１４０】
　図１９Ｄは、プローブ１０がカメラ９０の視野から外れているため、位置情報が取得で
きない場合の具体例２を示す図であり、図１９Ｅは、警告情報を表示する画面の具体例２
を示す図である。
【０１４１】
　例えば、図１９Ｄに示すように、プローブ１０がカメラ９０の視野から外れているため
、位置情報が取得できない場合には、図１９Ｅに示すように、プローブ１０の現在位置が
図中に×印９３で示すアシスト画面の表示外となり、プローブ１０をどの方向に動かせば
カメラの視野範囲内に移動できるかを検査者に知らせるために、プローブの現在位置から
測定ターゲット９２に向かう方向の矢印９４をアシスト画面に表示する。
【０１４２】
　次に、アシスト画像の変形例を説明する。図２０Ａは、被検者の体位と３Ｄ像との向き
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を対応させた表示例１を示す図であり、図２０Ｂは、被検者の体位と３Ｄ像の向きを対応
させた表示例２を示す図である。
【０１４３】
　アシスト画像に、例えば、頸動脈の３Ｄ像と被検者の体の向きとを関連付ける情報を表
示してもよい。
【０１４４】
　図２０Ａの表示例１のように被検者の頭部の方向を示してもよいし、図２０Ｂの表示例
２のように、頭部の方向に加えて、３Ｄ像が左右どちらの頸動脈であるかを示してもよい
。頭部の方向は、例えば、カメラ画像から被検者の顔を検出する、あるいは、被検者の頭
や肩のシルエットを検出して決定することができる。又は、頸動脈の３Ｄ像において、頸
動脈は１本から２本へと分岐しているが、その分岐して血管が２本存在する側の方向を頭
部の方向としてもよい。さらには、３Ｄ像を構築する際の短軸スキャンを頸部の下から上
に向かう方向とするなどスキャンする方向を予め束縛することでも頭部の方向を決定でき
る。
【０１４５】
　また、例えば、アシスト画像は、メイン表示とサブ表示との切替え時で視点方向を切替
えるのではなく、複数の視点方向からの情報を常に表示してもよい。図２１は、頸動脈診
断において、長軸方向視点と短軸方向視点の２つの視点方向での画像（断面画像）を含む
アシスト画像を用いた画面構成例を示す図である。
【０１４６】
　この例では、アシスト画像７１における視点方向は常に長軸方向と短軸方向の２視点方
向であり、アシスト画像７１には、長軸方向視点の画像７８と短軸方向視点の画像７９と
が表示される。また、ライブ画像７２とアシスト画像７１とを合わせることで、ｘ、ｙ、
ｚの３軸全てに関する位置と向きの情報が得られるため、本表示の場合、メイン表示とサ
ブ表示の切替え時に視点方向を切替えなくてよい。
【０１４７】
　また、特に、熟練者においては、比較的容易に長軸像を描出できるため、画面構成の切
替えも行わずに、常にメイン表示をライブ画像、サブ表示をアシスト画像としてもよい。
さらに、現在のスキャン位置が測定範囲内と測定された場合にのみ、現在のスキャン位置
を示す情報をアシスト画像に重畳してもよい。また、現在のスキャン位置が測定範囲内で
あるかどうかを示す情報を、表示してもよい。
【０１４８】
　（実施の形態３）
　実施の形態３は、超音波診断装置１００の表示状態決定部１０３が表示状態の切替えを
超音波画像に長軸像が描画されているか否かで行う点が、実施の形態１と相違する。なお
、構成は、図６に示す実施の形態１の超音波診断装置１００と同様であるので、表示状態
決定部１０３についても同じ符号を用いて、説明する。
【０１４９】
　実施の形態３において、表示状態決定部１０３は、ライブ画像取得部１０６より取得し
た現在のスキャン位置における超音波画像が長軸像を描出しているか否かを判定する。そ
して、表示状態決定部１０３は、長軸像を描出している場合は、メイン表示を超音波のラ
イブ画像とし、サブ表示をアシスト画像とする第１表示状態を選択する。また、表示状態
決定部１０３は、長軸像を描出していない場合は、メイン表示をアシスト画像とし、サブ
表示をライブ画像とする第２表示状態を選択する。
【０１５０】
　ここで、血管の長軸像の内膜境界や外膜境界は、超音波のＢ画像やカラーフロー、ある
いは、パワードプラ画像に基づいて抽出できる。例えば、Ｂ画像であれば、輝度値に基づ
いて境界付近のエッジを探索すればよいし、カラーフローやパワードプラ画像であれば、
血流領域が血管の内腔に相当すると仮定して血管輪郭を抽出する。また、血管の走行方向
とプローブのスキャン面が平行に近ければ、超音波画像の一方の端から他方の端まで長軸
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像が描出されるが、平行な方向から外れるにしたがって、超音波画像の一部領域にしか長
軸像が描出されなくなる。したがって、Ｂ画像などに基づいて検出した長軸像の輪郭が、
超音波画像内で所定の長さ以上に渡って描出されていれば、血管の走行方向とプローブの
スキャン面とが平行であるとみなして、表示を切替えることができる。さらには、長軸像
が描出されているかを検査者が判断し、手動で表示状態を切替えられるように、ボタンを
１つ押せば切り替わるような切替え操作を簡単にできるＵＩ（ユーザインタフェース）を
設けてもよい。
【０１５１】
　次に、実施の形態３の超音波診断装置１００の動作について説明する。
【０１５２】
　図２２は、実施の形態３の超音波診断装置１００の動作を示すフローチャートである。
なお、ステップＳ３０１以外は、図７と同様であるため説明を省略する。
【０１５３】
　表示状態決定部１０３は、ライブ画像取得部１０６より取得した現在のスキャン位置に
おける超音波画像が長軸像を描出しているか否かを判定する（ステップＳ３０１）。この
判定の結果、長軸像を描出していると判定した場合（ステップＳ３０１でＹｅｓ）、表示
状態決定部１０３は、メイン表示を超音波のライブ画像とし、サブ表示をアシスト画像と
する第１表示状態を選択する（ステップＳ１０４）。一方、長軸像を描出していないと判
定した場合（ステップＳ３０１でＮｏ）、表示状態決定部１０３は、メイン表示をアシス
ト画像とし、サブ表示をライブ画像とする第２表示状態を選択する（ステップＳ１０７）
。
【０１５４】
　以上のように、本実施の形態では、超音波画像が長軸像を描出しているか否かに基づい
て画面の表示状態を動的に切替えている。これにより、検査者に対してよりわかりやすい
、プローブの誘導を行うことができる。
【０１５５】
　上記実施の形態１～３では、主に、頸動脈のプラークを診断する際の動作について説明
したが、プラークだけでなく、血管の診断において重要となるドプラ計測においても、ア
シスト画像は有効である。このとき、プラークの位置情報の代わりに、ドプラ計測のサン
プルゲートの位置情報を３Ｄ像解析部１０１で決定、あるいは、手動で設定し、サンプル
ゲートの設定位置をスキャンできるように検査者を誘導する。サンプルゲートの位置は、
総頸動脈と頸動脈洞との境界や、頸動脈の分岐部から所定の距離となる部位、あるいは、
プラーク部位の近傍となるように設定できる。また、頸動脈以外にも、腹部大動脈、鎖骨
下動脈などの他の血管や、肝臓や乳房の腫瘍を観察する際にも使用できる。
【０１５６】
　（実施の形態４）
　本実施の形態では、本発明の一態様に係る画像処理装置を術中ナビゲーションシステム
に適用した場合について、図面を参照しながら説明する。術中ナビゲーションシステムと
は、手術中の患者位置と手術器具との位置関係を表示するシステムである。この術中ナビ
ゲーションシステムは、例えば腫瘍の位置または血管の位置等の認識性を向上させるため
、また、骨または臓器といった手術対象に対する手術器具の位置を表示し手術の際の安全
性を向上させるためなどに用いられる。
【０１５７】
　図２３、は術中ナビゲーションシステムの設置例を示す概略図であり、図２４は、仮想
３次元空間内への情報取り込みの概要を示す図である。
【０１５８】
　外科手術では、例えば、図２３に示すように手術対象の患者２０１の切開部２０２から
内視鏡などの手術器具２０３を挿入し、所望部位の切除や切削を行う場合がある。所望部
位が目視できない場合、手術器具２０３の先端が体内のどの位置にあるかを施術者に示す
ために、手術ナビゲーションシステムが用いられる。手術ナビゲーションシステムは、手
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術器具２０３に設置された光学マーカ２１３、患者を寝かせたベッドサイドに一つ以上の
ＣＣＤカメラ等の撮像装置５１１および画像処理装置５００を備えたトラッキングシステ
ム、ナビゲーション情報（アシスト画像）を表示するための表示装置（モニタ）２５０を
備えている。トラッキングシステムは光学マーカ２１３を撮像装置５１１で撮影して、光
学マーカ２１３の空間上の位置および姿勢（向き）の情報２２３を算出し、それを手術器
具２０３の先端部の位置および姿勢の情報に変換することができる。取得した位置および
姿勢の情報に基づいて、トラッキングシステム内に仮想的に設定した３次元空間５２０内
に手術器具２０３を模擬したオブジェクトを配置する。
【０１５９】
　近年は、手術対象患者の所望部位の位置は術前のシミュレーションによってその３次元
的な形状や大きさが事前に確認されていることが一般的である。ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、
または超音波診断装置などのモダリティによって取得された手術対象部位（対象箇所）の
３次元ボリュームデータ５１０を用いて、切除または切削する領域が事前に決定される。
術中ナビゲーションを行う際には、実際の手術対象の患者２０１と３次元ボリュームデー
タ５１０との位置関係をトラッキングシステム内の仮想３次元空間５２０内に厳密に再現
する必要があるため、手術対象の大きさやトラッキングシステムに対する位置および姿勢
の情報２２１を計測する必要がある。実際の手術対象部位と３次元ボリュームデータ５１
０との位置合わせ２２２は、手術開始前に患者をベッド２０４に固定した段階で行われる
。すなわち、手術対象の患者２０１あるいは手術対象の患者２０１を固定したベッド２０
４と、撮像装置５１１の位置関係が変化しないことを前提として、手術対象部位の位置、
姿勢、および大きさをトラッキングシステムに取り込む。この処理は手術器具２０３の位
置および姿勢の情報の計測と同じように、所定位置（ベッドや骨といった患者の身体的特
徴点）に光学マーカ２１４、２１１を設置し、トラッキングシステムによってその空間的
位置および姿勢の情報を計測することなどによって行われる。
【０１６０】
　このようにしてトラッキングシステム内の仮想３次元空間には手術対象領域の情報と、
手術器具の位置および姿勢の情報とが取り込まれる。
【０１６１】
　この仮想３次元空間５２０内に任意の視点位置を設定することによって、手術対象部位
と手術器具との位置関係を俯瞰的に確認することができる画像を生成することができ、そ
の画像をナビゲーション情報（アシスト画像）として表示装置２５０に表示することがで
きる。
【０１６２】
　図２５は、実施の形態４の画像処理装置５００の構成を示すブロック図である。
【０１６３】
　画像処理装置５００は、図２５に示すように３Ｄ像生成部５０１、位置情報取得部５０
２、表示状態決定部５０３、アシスト画像生成部５０４、および表示制御部５０５を備え
ている。画像処理装置５００は、ボリュームデータ５１０を記憶するデータベース、撮像
装置５１１、および表示装置２５０と接続されている。
【０１６４】
　撮像装置５１１は、ＣＣＤカメラ等の撮影部であり、光学マーカを含んだ手術対象患者
および手術器具の映像を取得する。
【０１６５】
　ボリュームデータ５１０は、手術対象部位の３次元画像データであり、一般的には術前
にＣＴ、ＭＲＩ等のモダリティによって取得される。なお、超音波診断装置を用いてリア
ルタイムにデータを取得することによって随時ボリュームデータの更新を行いながらナビ
ゲーションを行うことも可能である。
【０１６６】
　表示装置２５０は、いわゆるモニタであって、表示制御部５０５からの出力を表示画面
として表示する。
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【０１６７】
　３Ｄ像生成部５０１は、ボリュームデータ５１０をレンダリングすることによって手術
対象部位の３Ｄ像の生成を行う。ここで、３Ｄ像生成部５０１は、切除または切削する領
域等の決定を行って、領域等の情報を３Ｄ像に反映してもよい。
【０１６８】
　位置情報取得部５０２は、撮像装置５１１で取得されたベッドまたは手術対象患者、手
術器具等に設置された光学マーカが映った画像に基づいて、手術対象部位の３次元位置お
よび向きを含む位置情報（対象位置情報）、および手術器具の３次元位置および姿勢（向
き）を示す位置情報（器具位置情報）を取得する。
【０１６９】
　表示状態決定部５０３は、手術対象部位（対象箇所）と手術器具との位置関係に基づい
て、２つの表示状態の中から１つの表示状態を選択する。具体的には、表示状態決定部５
０３は、手術対象部位と手術器具との位置の差分（距離）に基づいて、第１表示状態また
は第２表示状態のどちらかを選択する。このとき、表示状態決定部５０３は、仮想３次元
空間における手術対象部位と手術器具との位置から手術対象部位と手術器具との距離を算
出する。
【０１７０】
　アシスト画像生成部５０４は、表示状態決定部５０３で選択された表示状態で表示され
るようにアシスト画像を生成する。
【０１７１】
　表示制御部５０５は、表示装置２５０上にアシスト画面を表示する際の位置およびサイ
ズなどを制御し、アシスト画像を表示装置２５０に表示する。
【０１７２】
　次に、上記のように構成された画像処理装置５００の動作について説明する。
【０１７３】
　図２６は、実施の形態４の画像処理装置５００の動作を示すフローチャートである。
【０１７４】
　３Ｄ像生成部５０１は、事前取得された患者の手術対象領域を含んだ３Ｄボリュームデ
ータを取得し、３Ｄボリュームデータをレンダリングすることによって、アシスト画像に
表示する３Ｄ像の生成を行う（ステップＳ５０１）。ここで、３Ｄ像生成部５０１は、術
前シミュレーションに相当する切除または切削部位の指定などを行ってもよい（一般的に
は切除または切削部位の設定は術前に別途行われる）。
【０１７５】
　次に、位置情報取得部５０２は、手術室におけるベッドあるいは手術対象患者と、撮像
装置５１１との幾何学的な位置関係が決定された環境において、撮像装置５１１で取得さ
れた画像に基づいて、手術対象部位の３次元位置、姿勢、および大きさなどの対象位置情
報を取得する（ステップＳ５０２）。そして、３Ｄ像生成部５０１は、手術対象部位の３
次元位置、姿勢、および大きさなどと３Ｄ像とをキャリブレーションすることによって位
置合わせを行う（ステップＳ５０３）。
【０１７６】
　次に、位置情報取得部５０２は、撮像装置５１１で取得された画像に基づいて、手術器
具の位置および姿勢の情報を取得する。更に、これらの情報を手術器具先端部の位置およ
び姿勢の情報に変換する（ステップＳ５０４）。
【０１７７】
　３Ｄ像生成部５０１は、手術対象部位、手術器具、および手術器具先端部の位置および
姿勢の情報などから、仮想３次元空間に手術対象部位および手術器具をそれぞれ配置する
（ステップＳ５０５）。
【０１７８】
　次に、表示状態決定部５０３は、仮想３次元空間内における手術対象部位と手術器具と
の距離を算出する（ステップＳ５０６）。そして、表示状態決定部５０３は、仮想３次元
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空間内における手術対象部位と手術器具との距離が所定範囲内であるかどうかを判定する
（ステップＳ５０７）。この結果、所定範囲内である場合（ステップＳ５０７でＹｅｓ）
には、表示状態決定部１０３は、第２表示状態を選択する（ステップＳ５０８）。そして
、表示状態決定部１０３は、アシスト画像のズーム倍率および視線方向等の設定を変更す
る（ステップＳ５０９）。
【０１７９】
　一方、所定範囲内でない場合（ステップＳ５０７でＮｏ）には、表示状態決定部１０３
は、第１表示状態を選択する（ステップＳ５１０）。
【０１８０】
　そして、アシスト画像生成部５０４は、表示状態決定部５０３で選択された第１表示状
態または第２表示状態で表示されるようにアシスト画像を生成する（ステップＳ５１１）
。次に、表示制御部５０５は、アシスト画像を表示装置２５０に表示する（ステップＳ５
１２）。
【０１８１】
　ここで、第１表示状態または第２表示状態で表示されるアシスト画像について説明する
。
【０１８２】
　図２７Ａおよび図２７Ｂは、画像処理装置５００が表示するアシスト画像の一例を示す
図であり、図２７Ａは、第２表示状態で表示するアシスト画像の一例を示す図であり、図
２７Ｂは、第１表示状態で表示するアシスト画像の一例を示す図である。
【０１８３】
　第１表示状態で表示するアシスト画像は、手術対象部位と手術器具とが所定範囲外（一
定距離以上離れている）であるときのアシスト画像であり、図２７Ａに示すように視点位
置を３Ｄボリュームデータから離れた点に設置（または切り出し画角を広角に設定）し、
手術対象部位と手術器具との位置関係を俯瞰的に確認できるようにしている。
【０１８４】
　一方、第２表示状態で表示するアシスト画像は、手術対象部位と手術器具との距離が所
定範囲内（一定距離以上離れていない）であるときのアシスト画像であり、図２７Ｂに示
すように視点位置を３Ｄボリュームデータに近い位置に設定（または切り出し画角を狭く
設定）し、より詳細な位置関係および手術器具の動きを確認できるようにしている。
【０１８５】
　図２６のフローチャートの説明に戻り、終了であるか否かを判定し（ステップＳ５１３
）、終了であれば（ステップＳ５１３でＹｅｓ）、処理を終了する。
【０１８６】
　一方、終了でなければ（ステップＳ５１３でＮｏ）、アシスト画像には最新の手術対象
部位と手術器具との位置関係を表す情報が生成されるべきであるので、位置情報取得部５
０２は、撮像装置５１１で取得された画像に基づいて、手術器具の位置および姿勢の情報
を取得する（ステップＳ５１４）。そして、手術器具の位置または姿勢に変化があるか否
かを判定する（ステップＳ５１５）。この判定の結果、変化がある場合（ステップＳ５１
５でＹｅｓ）には、ステップＳ５０６からの処理を繰り返す。一方、変化がない場合（ス
テップＳ５１５でＮｏ）には、ステップＳ５１３からの処理を繰り返す。ここでは手術器
具の器具位置情報のみを更新する手順を述べたが、必要に応じて手術対象部位の対象位置
情報も更新を行ってよい。このときも、手術対象部位と手術器具との位置関係に変化が生
じた場合にはステップＳ５０６からの処理を実行する。
【０１８７】
　以上のように、手術器具の器具位置情報はリアルタイムに更新され、それに伴って表示
装置２５０に表示されるアシスト画像も更新されるので、施術者は操作した手術器具の動
きを表示装置２５０で確認でき、手術器具と対象箇所までの距離、および、切除または切
削を行う向きの調整を容易に行うことができる。
【０１８８】
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　なお、本実施の形態では、アシスト画像生成部５０４は、初期状態で手術対象部位と手
術器具とが離れていると仮定して、全体を俯瞰できる第１表示状態のアシスト画像を生成
している。そして表示状態決定部５０３は、算出した距離が所定の値より小さい、すなわ
ち手術対象部位と手術器具とが非常に近い位置にあると判定した場合には、アシスト画像
の設定を第１表示状態から第２表示状態に切り替えるように、ステップＳ５０９において
初期状態からズーム倍率および視線方向等の設定を変更している。また、図２６のフロー
チャートでは示していないが、第１表示状態に切り替えられた後、第１表示状態された場
合には、表示状態決定部５０３は、ズーム倍率および視線方向等の設定が初期状態に戻す
ものとする。ここで、表示状態決定部５０３が算出する距離は、手術対象部位における切
除または切削領域の重心と手術器具の先端との間で求めるなどと設定してよいが、この限
りではない。
【０１８９】
　また、ステップＳ５０１において、３Ｄ像生成部５０１は、術前シミュレーションに相
当する切除または切削部位の指定などを行ってもよいとしたが、このシミュレーション結
果（切除または切削領域）をステップＳ５１１において３Ｄ像に重畳表示してもよい。ま
た、手術器具が切除または切削領域にアクセスしたかどうかを判定するステップや手段を
追加し、アクセスしたと判断した場合にはその領域を削除した３Ｄ像を再生成し、表示を
更新するようにしてもよい。このようにすることで施術者は手術の進捗をより容易に把握
することが可能となる。
【０１９０】
　また、本実施の形態では、位置情報を取得する方法として光学マーカをカメラで撮影す
る方式を説明したが、磁気センサまたは多関節アームなどを使用してもよい。
【０１９１】
　また、ステップＳ５０７～Ｓ５１０において距離情報に基づいて二つのアシスト画像設
定を切り替える例を示したが、これに限られるものではない。例えば、画像表示状態をｍ
通り（ｍは自然数）準備しておき、そのうちのｎ番目（ｎはｍより小さい自然数）の表示
状態が選択されている状態で、ステップＳ５０７において、ある時刻ｔと時刻ｔ－１とに
おける距離の絶対差分が所定の大きさ以上であるかどうか、およびその正負を判定して、
ｎ番目からｎ＋１番目あるいはｎ－１番目の表示状態を選択するようにしてもよい。この
ようにすることによって、手術器具が手術対象部位に近づいていくにつれて切除または切
削を行う領域が拡大されていくような効果、すなわち図２７Ａから図２７Ｂに滑らかに変
化するような画像が得られる。
【０１９２】
　（実施の形態５）
　上記各実施の形態で示した画像処理方法を実現するためのプログラムを、フレキシブル
ディスク等の記録媒体に記録するようにすることにより、上記実施の形態で示した処理を
、独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能となる。
【０１９３】
　図２８Ａ～２８Ｃは、上記各実施の形態の画像処理方法を、フレキシブルディスク等の
記録媒体に記録されたプログラムを用いて、コンピュータシステムにより実施する場合の
説明図である。
【０１９４】
　図２８Ｂは、フレキシブルディスクの正面からみた外観、断面構造、及びフレキシブル
ディスクを示し、図２８Ａは、記録媒体本体であるフレキシブルディスクの物理フォーマ
ットの例を示している。フレキシブルディスクＦＤはケースＦ内に内蔵され、該ディスク
の表面には、同心円状に外周からは内周に向かって複数のトラックＴｒが形成され、各ト
ラックは角度方向に１６のセクタＳｅに分割されている。従って、上記プログラムを格納
したフレキシブルディスクでは、上記フレキシブルディスクＦＤ上に割り当てられた領域
に、上記プログラムが記録されている。
【０１９５】
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　また、図２８Ｃは、フレキシブルディスクＦＤに上記プログラムの記録再生を行うため
の構成を示す。超音波診断方法を実現する上記プログラムをフレキシブルディスクＦＤに
記録する場合は、コンピュータシステムＣｓから上記プログラムをフレキシブルディスク
ドライブを介して書き込む。また、フレキシブルディスク内のプログラムにより超音波診
断方法を実現する上記超音波診断方法をコンピュータシステム中に構築する場合は、フレ
キシブルディスクドライブによりプログラムをフレキシブルディスクから読み出し、コン
ピュータシステムに転送する。
【０１９６】
　なお、上記説明では、記録媒体としてフレキシブルディスクを用いて説明を行ったが、
光ディスクを用いても同様に行うことができる。また、記録媒体はこれに限らず、ＩＣカ
ード、ＲＯＭカセット等、プログラムを記録できるものであれば同様に実施することがで
きる。
【０１９７】
　なお、図６の超音波診断装置および図２５の画像処理装置のブロックは典型的には集積
回路であるＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）として実現され
る。これらは個別に１チップ化されても良いし、一部又は全てを含むように１チップ化さ
れても良い。
【０１９８】
　ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ）、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもあ
る。
【０１９９】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサー
で実現してもよい。例えば、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）などのグラフィクス処理用の専用回路が使用できる。ＬＳＩ製造後に、プログラムする
ことが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ
）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセ
ッサーを利用しても良い。
【０２００】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０２０１】
　また、図６の超音波診断装置および図２５の画像処理装置の各部は、インターネットや
ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などのネットワークを介して接続して
もよい。例えば、ネットワーク上のサーバや蓄積デバイスに保持された超音波画像を読み
込む構成などが可能である。さらに、各部の機能追加などをネットワーク経由で行っても
よい。
【産業上の利用可能性】
【０２０２】
　本発明に係る画像処理装置および方法によれば、スキャン位置をターゲットに合わせる
までの時間が削減でき、動脈硬化のスクリーニングなどにおける検査効率の向上が見込ま
れることから、医療診断機器産業において高い利用可能性をもつ。
【符号の説明】
【０２０３】
　１０　プローブ
　３０、１００　超音波診断装置
　３１、１０１　３Ｄ像解析部
　３２、１０２、５０２　位置情報取得部
　３３、１０４、５０４　アシスト画像生成部
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　３４、１０６　ライブ画像取得部
　３５、１０７、５０５　表示制御部
　１０３、５０３　表示状態決定部
　１０５　送受信部
　１０８　制御部
　１５０、２５０　表示装置
　１６０　入力装置
　５００　画像処理装置
　５０１　３Ｄ像生成部
　５１０　ボリュームデータ
　５１１　撮像装置
 

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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